
申請回数は？

→ １名につき年度内５回です。

助成される金額は？

→ １回の旅費のうち離島割引を適用した、航空運賃及び船舶運賃の

半額を助成します。ただし、離島割引適用の徳之島・鹿児島間の

航空運賃及び船舶運賃の半額を上限とします。

入院・通院証明書にかかる証明書発行手数料の助成をします。

ただし、各医療機関の証明書１件につき 3,000 円を上限とします。

※どちらも領収書の添付が必須です。

助成を受けるにはどうしたらいい？

→ 申請手続きの基本的な流れは以下の通りです。

① 島内医療機関で「入院・通院証明書」を書いてもらう。

※「島内での治療は難しい！」と医師が判断した場合のみ

② 紹介先医療機関（島外）で「入院・通院証明書」を

書いてもらう。

③ 長寿子育て課で申請手続きをする。

【必要なもの】申請書兼請求書，入院・通院証明書，

診療明細書等，往復運賃・証明書発行手数料の領収書、

町税等完納証明書，印鑑

入院・通院証明書の提出は毎回必要ですか？

→ 年度内１回は提出してください。※原則年度初めにお願いします。

それ以降については診療明細書等で対応します。

いつでも申請できますか？

→ 島外での診療等を受けた日の属する月から起算して

６ヶ月以内が申請期限です。

例）２月１４日に島外医療機関で受診した場合、

３月から数えて６月目の８月が申請期限です。
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助成されるのは本人だけですか？

→ 「入院・通院証明書」で、医師が「介添者の必要性有り」と

判断した場合のみ、町内在住の介添者１名分も助成の対象と

なります。

マイルを利用した時も助成の対象になりますか？

→ マイルでの割引分は助成対象外です。

実費分が助成対象となります。

往復運賃・証明書発行手数料の領収書を無くしてしまいました。

→ 必ず領収書の提出をお願いします。

購入した窓口等での再発行をお願いします。

様式が変更になったが、旧様式で証明をもらいました。

新様式で再度もらわないといけませんか？

→ 旧様式でも受付可能ですが、今後利用する場合は、

新様式で証明をもらうようにお願いします。

ご不明な点等あれば

役場 長寿子育て課８５－５３１０まで

ご連絡ください。


